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農
林
水
産
省 

○
経
済
産
業
省
告
示
第
一
号 

環 
境 

省 

内 

閣 

府
、
総 

務 

省
、
法 

務 
 

温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
八
年
外 

務 

省
、
財 

務 

省
、
文
部
科
学

厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

国
土
交
通
省
、
環 

境 

省 
 

 
 

 
 

省
、 

省
、

省
、
令
第
二
号
）
第
一
条
第
八
号
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
森
林
等
炭 

 

素
蓄
積
変
化
量
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日 

農
林
水
産
大
臣 

鈴
木 

憲
和 

経
済
産
業
大
臣 

赤
澤 

亮
正 

環
境
大
臣 

石
原 

宏
高  
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温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令
第
一
条
第
八
号
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
、
経
済
産

業
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量 

第
一 

森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
の
算
定
方
法 

 

温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令
（
以
下
「
報
告
命
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
八
号
に

規
定
す
る
環
境
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
は
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

森
林
（
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
民
有
林
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
森
林
法
第
五
条
に
規
定
す
る
地
域
森
林
計
画
を
た
て
る
た
め
に
都
道
府
県
知
事
が
作
成

す
る
当
該
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林
の
現
況
に
関
す
る
資
料
に
よ
り
、
樹
種
及
び
林
齢
の
区
分
ご
と
に

算
定
さ
れ
る
算
定
排
出
量
算
定
期
間
に
お
け
る
森
林
（
報
告
命
令
第
一
条
第
五
号
の
算
定
対
象
と
な
る
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
蓄
積
の
変
化
量
（
立
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
量
を
い
う
。
た
だ
し
、
森

林
法
第
十
一
条
第
五
項
の
認
定
に
係
る
森
林
経
営
計
画
、
地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動

の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
十
八
号
）
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
増
進
活
動
実
施
計
画
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又
は
同
法
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
連
携
増
進
活
動
実
施
計
画
の
対
象
と
し
な
い
森
林
に
つ
い
て
は
、

当
該
森
林
の
蓄
積
の
減
少
し
た
量
に
限
る
。
）
に
、
環
境
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
が
公
表
す

る
樹
種
及
び
林
齢
の
区
分
ご
と
の
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
変
化
し
た
炭
素
蓄
積
の
量
を
算
定
し
、
当
該
樹
種
及

び
林
齢
の
区
分
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量
に
、
十
二
分
の
四
十
四
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
二
酸

化
炭
素
の
量 

二 

森
林
以
外
の
土
地
の
森
林
（
報
告
命
令
第
一
条
第
五
号
の
算
定
対
象
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
へ
の
用
途
の
変

更
又
は
森
林
（
報
告
命
令
第
一
条
第
五
号
の
算
定
対
象
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
の
森
林
以
外
の
土
地
へ
の
用
途

の
変
更
に
つ
い
て
、
報
告
を
行
う
前
年
度
の
末
日
以
前
二
十
年
間
（
令
和
八
年
四
月
一
日
以
降
に
限
る
。
）
に
用

途
を
変
更
し
た
土
地
の
面
積
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
表
し
た
面
積
を
い
う
。
）
に
、
当
該
土
地
の
用
途
の
変
更
に
係
る

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
の
土
地
の
炭
素
蓄
積
の
変
化
量
と
し
て
環
境
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣

が
公
表
す
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
、
二
十
で
除
し
て
得
ら
れ
る
変
化
し
た
炭
素
蓄
積
の
量
に
、
十
二
分

の
四
十
四
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
二
酸
化
炭
素
の
量 

三 

建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
又
は
家
具
そ
の
他
の
物
品
（
消
耗
品
を
除
く
。
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
に
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お
け
る
木
材
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
七
条
に
基
づ
く
算

定
に
お
い
て
対
象
と
し
て
い
る
木
材
に
限
る
。
以
下
「
対
象
木
材
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
つ
い
て
、
次
の
イ
か

ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
対
象
木
材
の
品
目
及
び
樹
種
の
区
分
ご
と
の
算
定
排
出
量
算
定
期
間
に
お
け

る
使
用
量
（
立
方
メ
ー
ト
ル
又
は
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
環
境
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び

農
林
水
産
大
臣
が
公
表
す
る
品
目
及
び
樹
種
の
区
分
ご
と
の
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
変
化
し
た
炭
素
蓄
積
の
量

を
算
定
し
、
当
該
品
目
及
び
樹
種
の
区
分
ご
と
に
算
定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量
（
算
定
排
出
量
算
定
期

間
に
お
い
て
対
象
木
材
の
廃
棄
又
は
滅
失
を
し
た
と
き
は
、
当
該
廃
棄
又
は
滅
失
を
し
た
量
を
減
じ
た
量
）
に
、

十
二
分
の
四
十
四
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
二
酸
化
炭
素
の
量
（
建
築
物
等
に
お
い
て
使
用
す
る
木
材
に
つ
い
て
、
対

象
木
材
の
使
用
量
の
算
定
が
困
難
な
品
目
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
使
用
量
に
よ
り
算

定
す
る
こ
と
が
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
使
用
量

（
立
方
メ
ー
ト
ル
又
は
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
表
し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
環
境
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
農
林
水
産

大
臣
が
公
表
す
る
対
象
木
材
を
使
用
し
た
割
合
そ
の
他
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
変
化
し
た
炭
素
蓄
積
の
量
に
、

十
二
分
の
四
十
四
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
二
酸
化
炭
素
の
量
） 



  

5 

イ 

建
築
物
等
に
使
用
す
る
合
法
性
確
認
木
材
等
（
合
法
伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
法
性
確
認
木
材
等
を
い
う
。
ロ
に

お
い
て
同
じ
。
）
。
た
だ
し
、
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。 

ロ 

合
法
伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
・

経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
第
二
条
各
号
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
物
品

の
い
ず
れ
か
に
使
用
す
る
合
法
性
確
認
木
材
等 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
物
等
に
使
用
す
る
木
材
に
つ
い
て
、
違
法
伐
採
に
係
る
木
材
に

該
当
し
な
い
蓋
然
性
が
高
い
と
証
明
が
な
さ
れ
た
と
確
認
で
き
る
木
材 

ニ 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
物
等
に
使
用
す
る
木
材
に
つ
い
て
、
再
生
資
源
の
み
を
原

材
料
と
す
る
木
材 

第
二 

森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
の
算
定
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

一 

第
一
各
号
に
掲
げ
る
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
の
報
告
を
し
た
場
合
、
当
該
報
告
を
し
た
年
度
の
翌
年
度
以
降

、
毎
年
度
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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二 

第
一
第
一
号
又
は
第
二
号
の
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
適
切
な
選
定
の
方
法
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
所
有
す
る
森
林
の
一
部
を
選
定
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

三 

第
一
第
一
号
に
お
け
る
森
林
の
蓄
積
の
変
化
量
の
程
度
を
示
す
も
の
と
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
実
測
に
基
づ
く
森
林
の
蓄
積
の
変
化
量
を
用
い

て
、
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

四 

第
一
第
二
号
の
土
地
の
用
途
の
変
更
に
係
る
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
を
算
定
す
る
者
は
、
第
一
第
一
号
の
森

林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
も
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

五 

第
一
第
三
号
の
木
材
に
係
る
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
の
増
加
量
の
算
定
は
、
報
告
を
し
た
年
度
の
翌
年
度
か

ら
譲
渡
、
廃
棄
又
は
滅
失
ま
で
の
間
は
、
当
該
増
加
量
を
零
と
し
て
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

六 

第
一
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
に
使
用
す
る
木
材
に
係
る
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
は
、
当

該
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
建
築
時
に
、
従
前
建
築
さ
れ
て
い
た
自
ら
所
有
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
に

お
け
る
廃
棄
又
は
滅
失
を
し
た
対
象
木
材
の
森
林
等
炭
素
蓄
積
変
化
量
の
報
告
を
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
算
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
廃
棄
又
は
滅
失
を
し
た
対
象
木
材
の
材
積
又
は
重
量
が
不
明
な
場
合
は
、
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当
該
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
床
面
積
に
環
境
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
が
公
表
す
る
単
位

床
面
積
当
た
り
の
炭
素
蓄
積
の
変
化
量
に
係
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
変
化
し
た
炭
素
蓄
積
の
量
に
、
十
二
分

の
四
十
四
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
二
酸
化
炭
素
の
量
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
適
用
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な 

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の

活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て

い
る
同
項
に
規
定
す
る
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
基
づ
く
森
林
は
、
第
一
第
一
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
計
画
の

対
象
と
す
る
森
林
と
み
な
す
。 


